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�  【Ⅲ労働条件改善・資料１】

2025年北海道最低賃金取り組み方針

Ⅰ．主 旨
【地域別最低賃金】
〇「誰もが時給 1,000 円」を達成する。
〇一般労働者の賃金中央値の６割水準をめざしさらなる引き上げをはかる。
〇地域間額差の是正を進める。
【特定（産業別）最低賃金】
〇連合本部・構成組織、地方連合会が連携し、特定（産業別）最低賃金の新設・改定に取り組む。
○�地域別最低賃金の近年の引き上げペースを念頭に、特定（産業別）最低賃金の改定申出の基礎となる
企業内最低賃金協定の締結・改定に取り組む。

Ⅱ．課題認識
１．絶対水準が低く、地域間格差が大きい地域別最低賃金
○地域別最低賃金は、
　�2024年度改定の結果、16都道府県で時給 1,000 円に達し、連合が当面の通過点としてきた「誰もが時給 1,000
円」が射程に入った。ただし、現行の水準では年間 2,000 時間働いても年収 210 万円程度であり、一般労
働者の賃金中央値に対する比率は 49.3％程度にとどまる。すべての働く者のセーフティネットとして、国
際的な水準と比較し不十分であり、最低賃金法第１条に規定する生存権を確保した上で労働の対価として
ふさわしいナショナルミニマム水準へと引き上げるべきである。
○�地域間額差の是正も大きな課題である。2002 年度の時間額統一時には 104 円であった最高額と最低額の
額差は、2019 年度の 223 円まで拡大し、2024 年度には 212 円まで縮小した。深刻な人手不足の中、地域
間額差を是正しなければ地方部から都市部へのさらなる労働力の流出につながり、地方の中小・零細企業
の事業継続・発展の厳しさに拍車がかかることは明白である。2024 年度改定審議では、Ｂ、Ｃランク県
の多くで地域間額差縮小につながる、目安額からの上積みを獲得しているが、地域間額差の是正に向けて
引き続き取り組む必要がある。
○�他方、政府は全国加重平均 1,000 円達成後の新たな中期目標として、2030 年代半ばまでに全国平均が 1,500
円となることをめざす」としているが、その考え方や目標水準、時間軸を設定した根拠についての説明は
ない。生存権を確保した上で労働の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準としては、少なくとも
相対的貧困ラインとして国際的に認識されている賃金中央値の６割に到達する必要があると考えられる。

２．地域別最低賃金に対する優位性確保が困難な特定（産業別）最低賃金
○�地域別最低賃金の引き上げピッチが加速する中、特定（産業別）最低賃金の引き上げ幅が追従できないケー
スが増えている。近年は、企業内最低賃金協定の水準の低さを理由に申出が困難となったり、使用者側委
員の強い抵抗などにより必要性審議が難航したりというケースが少なくない。結果、地域別最低賃金に対
する優位性確保困難な事例が増えている上、2024 年においては必要性審議の後に金額改定を行った特定
（産業別）最低賃金のうち、４分の１弱が地域別最低賃金の引上げ幅を上回ったが、非常に厳しい状況に
置かれたものも少なくない。
○�地域別最低賃金に対する特定（産業別）最低賃金の枠組みを堅持し、その効果を高めていくためには、企
業内最低賃金の取り組みの強化が不可欠である。特定（産業別）最低賃金を有する構成組織は当然のこと、
新設等も視野に、すべての構成組織は、加盟組合の企業内最低賃金協定の新規締結、締結金額の引き上げ、
適用労働者の拡大に向け支援を強化していく必要がある。
〇�地方審議において、各地方独自のルールや慣習にもとづく運用が常態化し、労使のイニシアティブが十分
に担保されない状況が散見される。地方審議運営の円滑化のため、一定のガイドラインなどの策定につい



て検討を進めるべきである。
○�現行の特定最低賃金は業種にもとづく産業別最低賃金のみであるものの、近年の情勢変化や賃金の動向な
どを踏まえれば、職業別最低賃金の新設についても検討に値する。

Ⅲ．具体的な取り組み
１．地域別最低賃金について
（1）基本的考え方

○�日本経済の自律的成長に向けては「人への投資」が不可欠であり、その重要な要素たる最低賃金の引き
上げが必要である。そしてその水準は、生存権を確保した上で労働の対価としてふさわしいナショナル
ミニマム水準とすべきである。
〇 �2024 年度改定の結果、16 都道府県で時給 1,000 円に達し、連合が当面の通過点としてきた「誰もが時
給 1,000 円」が射程に入った。来年は、全都道府県で 1,000 円に到達するとともに、一般労働者の賃金
中央値の６割水準をめざした引き上げをはかる。

〇�地域別最低賃金の地域ごとの金額差が積み重なり、隣県や都市部への働き手流出の一因となっているこ
とから、地域間の「額差」縮小をめざす。

（2）2025年度の目標
１）全都道府県で 1,000 円以上への引き上げをめざす。
２）中期的に達成すべき目標への到達に向けた引き上げをはかる。
　　�外部労働市場における求人募集賃金の実態や高卒初任給との均衡 

1
も考慮の上、連合リビングウェイ

ジ 
2
            および相対的貧困ライン水準（1,321 円 

3
）などを重視し、あるべき水準への到達をめざす。

３）地域間の「額差」を縮小する。
　　Ｃランクの底上げと同一ランク内での額差縮小にこだわって取り組む。
＜補足説明＞
〇国際的には一般労働者の賃金の平均値や中央値の５～６割が相対的貧困ラインとされている。
〇 �EUが 2022 年に発令した最低賃金に関する指令では、「中央値の 60％」と「平均値の 50％」を国際的
に共通して用いられる指標となる基準値とし、最低賃金を定めている各国の適正水準への引き上げを
促している。

〇�英国では 2016 年当時の中央値比率は 54％程度であったが、同年に「中央値の 60%」を５年後の中期目
標に定め、公労使による委員会で経済や物価の状況、雇用への影響などを点検しながら柔軟に毎年の引
き上げ幅を勧告している。結果的に各年約１ポイントの改善ペースで引き上げを行ったが、コロナ禍の
時期を除けば、２％成長の下で雇用や物価に大きな影響を与えることはなかった。2020 年に「中央値
の 60％」を計画通りに達成したことから、「中央値の２／３」を次の中期目標に定め、2024 年に達成、
2025 年以降もこの水準を維持する方針である。
〇�一般労働者の賃金の中央値に対する現在の日本の最低賃金（全国加重平均）の比率は 49.3％ 

4
程度であり、

中期的な全国目標として６割水準への到達をめざす。なお、時間軸については、経済・物価・雇用等の
情勢を加味しながら毎年１ポイントを目途としたペースで改善をはかり、2035 年ごろの実現をめざす。
○�日本におけるシミュレーションは            の通り。現在の賃上げを中期的に継続し（一般労働者の所定
内賃金の中位数が年２～３％上昇）、11 年程度で中位数の６割水準まで引き上げる場合、2035 年ごろに
は 1,600 円～ 1,900 円程度となる。

1　	 �「2024年度決定初任給の最終結果」（労政時報,2024）より、高卒・事務技術の初任給額は191,455円であり、これを
2023年度賃金構造基本統計調査における所定労働時間166時間で除すと1,153円となる。

2　	 �連合リビングウェイジは、経済動向などを踏まえ定期的に改定する（基本改定は５年目途、簡易改定はほぼ毎年）。
3　	 �一般労働者の所定内給与額の中央値279,800円/月（166時間）＋年間賞与の平均値909,000円/12月（2023賃金構造基

本統計調査第１表、第３表）に2024毎月勤労統計で2024年の賃上げ分が反映していると推測される５－９月の一般
労働者所定内給与（共通事業所集計）前年比2.8%の伸びを反映した金額の60%の時給相当額は1,321円となる。

4　	 � 2023年度賃金構造基本統計調査と2024年度改定後の最低賃金額（全国加重平均）から連合試算。なお、一時金相
当分は便宜的に同調査における「年間賞与その他特別給与額」の平均値を用いた。
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（3）中央最低賃金審議会における具体的な取り組み
　1）日程配置

○全都道府県で 10 月１日に改正が発効できるよう、遅くとも７月末までの目安答申をめざす。
　2）目安額の考え方

○�連合本部は、法定最低賃金決定の３要素を考慮しつつ、額差改善に結びつく目安の引き出しをめざす。
具体的な考え方は、目安審議前に改めて示す。

　3）その他
〇�中央最低賃金審議会は、地方での審議に資するよう、審議会でとりまとめた目安額等について、地方審
議会委員への理解浸透をはかる。

（４）地方最低賃金審議会における具体的な取り組み
　1）要請行動

○�地域別最低賃金の改定などに関わる要求提出および要請は、それぞれの実情を踏まえ可能な限り３月上
旬までに労働局および経営者団体などに対して行う。

　2）公益委員や使用者側委員への理解活動
○�公労使が共通理解に基づき審議を行うことができるよう、事前の働きかけを行うとともに、労働局主催
で公労使の学習会や現場視察の実施等を呼びかける。

　3）構成組織との連携
○�連合北海道の方針に沿って、労働者側委員と最低賃金対策委員会が十分に連携をはかりつつ審議会対応
を強化する。

　4）日程配置
○ �10 月１日までの発効をめざし、審議日程を配置する。なお、金額審議が難航するなどにより大幅な遷
延が見込まれる場合は、連合本部と連携し柔軟な対応をはかる。

　5）金額審議
○�中央最低賃金審議会における目安を尊重しつつ、北海道における賃金実態、生活実態・生計費を重視し、
絶対額での適正な水準確保をめざして自主性を発揮した取り組みを進める。
○�なお、生計費としては北海道の連合リビングウェイジ時間額            や相対的貧困ラインの水準（全国）
を重視し、セーフティネットとして実効性の高い水準をめざす。

　6）情報共有
○�審議経過と結審内容は Slack と @RENGO最低賃金システムを通じて速やかに共有し、金額引き上げの
相場形成・波及に努める。
○�後半日程で審議する地方への影響が懸念される状況となった場合は、連合本部との連携をより緊密にし
つつ対応する。

２．北海道における取り組み
（1）金額改定の基本的考え方

○�北海道最低賃金の改定にあたっては、中央最低賃金審議会における目安を尊重しつつ、北海道における
賃金実態、生活実態・生計費を重視し、適正な水準確保をめざして自主性を発揮した取り組みを進める。
賃金実態として 2025 春季生活闘争の時間給引き上げ額、生計費としては北海道の連合リビングウェイ
ジ時間額を重視し、「セーフティネットとしての実効性の高い水準」をめざす。

（2）北海道労働局への要求（改定目標）提出および経営者団体への要請
○�北海道最低賃金の改定などに関わる要求提出および要請は、それぞれの実情を踏まえ可能な限り３月上
旬までに北海道労働局および経済団体などに対して行う。連合北海道の要請に応じて中央最低賃金審議
会委員も要請行動に同行する。

（3）北海道最低賃金審議会における取り組み
○�連合北海道の方針に沿って、労働者側委員と最低賃金対策委員会と情報共有をはかりつつ審議会対応を
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図る。
　①審議日程　10 月１日発効をめざした日程を求める。
　②�情報共有　審議経過を都度連合本部に報告する。後半日程で審議する地方への影響が懸念される状況

となった場合は、連合本部との連携をより緊密にしつつ対応する。Slack と @RENGOの最低賃金情
報システムに審議経過・結審内容を随時入力することにより、情報の共有化をはかり、金額引き上げ
の相場形成・波及に努める。

３．特定（産業別）最低賃金改正の取り組み
（1）基本的な考え方

○�特定（産業別）最低賃金は、労働条件の向上または事業の公正競争をより高いレベルで確保し、産業ご
との企業横断的な最低賃金水準を決定する役割を果たしている。これは北海道最低賃金との優位性確保
が課題となる中にあっても、何ら変わることはない。
〇�公正競争が担保される環境醸成の必要性の高まりや産業構造の変化、労働力人口の減少に伴う産業間の
人材獲得競争の激化などに鑑みれば、むしろ特定（産業別）最低賃金の意義や必要性は高まっている。
公労使はその重要性を再認識し、当該産業労使のイニシアティブ発揮に向けて、審議会運営の進め方等
も含め、真摯な議論を尽くすべきである。
○�したがって、構成組織（本部及び地方組織）・関係組合および連合北海道に密に連携し、当該特定（産
業別）最低賃金が適用されている労働者の現況や当該産業の実態と今後の展望について状況を共有する
とともに、地域における産業ごとの企業横断的な賃金決定システムとしての役割を十分考慮して対応す
る。

（2）企業内最低賃金協定の締結拡大・水準引き上げ
○�地域別最低賃金に対する優位性低下に歯止めをかけるためには、企業内最低賃金協定の新規締結・水準
引き上げ・適用労働者拡大が急務である。高卒初任給の大幅な上昇など労働市場の変化も踏まえて、企
業内の賃金の底支えと組合員の生活の安心・安定、人材確保の視点に加え、企業横断的な賃金決定シス
テムとして特定（産業別）最低賃金の新設・金額改正に寄与することを強く意識し、以下の通り取り組
む。
　①すべての組合は、企業内すべての労働者を対象に企業内最低賃金協定を締結する。
　②�締結水準は、生活を賄う観点と初職に就く際の観点を重視し、2025 年度は「時給 1,250 円以上」をめ

ざすとともに、相対的貧困ラインの水準（1,321 円）を掲げていることも踏まえ、さらなる引き上げ
をめざす。加えて、近年の北海道最低賃金の引き上げペースを念頭に企業内最低賃金協定を総点検し、
北海道最低賃金に対する優位性を保つことができる額への引き上げをはかる。

　③�交渉の過程では、使用者に対し、企業内最低賃金および特定（産業別）最低賃金の目的・役割を十分
に説明し、労使の社会的責任について理解を求める。

　④�構成組織は、加盟組合の企業内最低賃金協定の新規締結、締結水準の引き上げ、適用労働者の拡大に
向けた支援を強化する。

（3）北海道最低賃金審議会における具体的な取り組み（詳細は別紙３）
○�北海道では４業種の締結となっており、目標を地賃比の 110％を鉄鋼、105％を電機・乳糖・船舶とし、
取り組みを進めることとする。
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2024特定（産業別）最低賃金審議決定状況
業種 時間額 引上額 引上率 地賃比率 部会採決日 発効日 労働者数 割合
鉄　鋼 1,100 円 70 円 6.80％ 108.9％ ９月 25 日 12 月１日 2974/4030 73.80％
電　機 1,049 円 52 円 5.22％ 103.9％ 10 月１日 12 月１日 2498/6622 37.72％
乳　糖 1,048 円 52 円 5.22％ 103.8％ 10 月３日 12 月１日 1979/5201 38.05％
船　舶 1,040 円 50 円 5.05％ 103.0％ 10 月１日 12 月１日 378/913 41.40％
※　適用労働者数は、平成 28 年経済センサスに基づく労働者数

　1）連携強化
○構成組織本部、構成組織地方支部組織、連合北海道、連合本部が連携を密にしながら取り組みをはかる。

　2）理解活動の促進
○�北海道最低賃金のみならず、特定（産業別）最低賃金についても、公労使が共通理解に基づき審議を行
うことができるよう、事前の働きかけを行うとともに、北海道労働局主催で公労使の学習会の開催する
こと等を呼びかける。

　3）申出段階における企業内最低賃金協定の総チェック
○�申出を行う構成組織は、近年の北海道最低賃金の引き上げペースを念頭に、申出に添付する企業内最低
賃金協定の水準を点検する。

　4）必要性審議における当該産業労使のイニシアティブ発揮
○�必要性審議が難航する場合等については、当該産業労使の意見を十分踏まえて審議がなされるように、
当該産業労使が入った議論の場の設置を求める。ただちに設置することが難しい場合は「参考人」の招
集を求める。
○�なお、「2002 年中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度に関する全員協議会報告」では、「関係労使の
参加による必要性審議」の重要性が確認されていることも主張根拠の１つとする。
○�また、「必要性なし」が主張される場面では、そのエビデンスとなるデータの提出を使用者側に対して
求める。

　5）日程配置
○ �12 月１日発効をめざし、審議日程を配置する。なお、北海道最低賃金の審議が遷延する場合などは、
その結審を待たず、あらかじめ日程調整を行うよう労働局へ求める。

　6）北海道最低賃金と著しく近接した場合の対応
○�北海道最低賃金と特定（産業別）最低賃金が著しく接近した場合、構成組織は、関係する組合及び連合
北海道と当該特定（産業別）最低賃金が適用されている労働者の現況や当該産業の実態と今後の展望に
ついて状況を共有するとともに、対象労働者や業種区分の変更等も視野に入れ、今後の対応を検討する。
○�なお、一度北海道最低賃金が特定（産業別）最低賃金と同額以上となった場合であっても、金額改正の
「必要性有り」を引き出すケースは少なくない。構成組織は、関係する組合及び連合北海道と連携し、「必
要性あり」を引き出すべく粘り強く取り組みを進める。

7）新設の取り組み
○�構成組織は特定（産業別）最低賃金の有無にかかわらず、新設に向けた検討を進める。なお、新設の動
きがある場合は、事前に連合本部と連携し対応する。

8）廃止等の動きへの対応
○�北海道労働局長の職権による廃止等の動きがある場合には、他の特定（産業別）最低賃金へ及ぶ影響も
踏まえ、事前に連合本部と連携し対応する。

Ⅳ．最低賃金の遵守を求める取り組み
１．連合本部の取り組み

○�最低賃金の履行確保のため、労働基準監督官の増員などにより監督行政の抜本的強化をはかるよう、国
に対し引き続き求める。



○�最低賃金の引き上げにともなう労務費の上昇分を適切に価格転嫁できるよう、「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」の実効性の確保等について、国に対し引き続き求める。
○�「連合アクション」との連動なども含め、最低賃金の遵守および引き上げに向けた大衆行動を随時実施
する。
○�地域別最低賃金改定額の周知を促進するため、チラシデータを提供する。チラシ作成や新聞広告などを
実施する地方連合会に対し、費用を一部補助する。

２．連合北海道、地協の取り組み
○�北海道最低賃金改定額の決定後、街宣行動でのチラシ配布や新聞広告など地域実情に応じた方法で周知
活動を行う。
○�最低賃金の履行確保に向けた監督行政の抜本強化を北海道労働局に求める。加えて、政策・制度要請の
機会等を捉え、北海道知事等に対しても、最低賃金の重要性に関する理解を求める。
○�来年度においても、北海道地方最低賃金審議会に向けて、また、道民世論の喚起に向けた諸行動として、
以下の取り組みを展開していく。

　　　①北海道議会をはじめ各市町村議会での意見書採択の取り組み（地協段階）
　　（2024 年は 66 自治体、2023 年は 54 自治体、2022 年は 59 自治体）            
　　「2025 年度北海道最低賃金改正等に関する要請書」は別途作成

　　　②最低賃金審議会会長・労働局に対する要請行動の展開
　　６月上旬に要請行動を展開する。

　　　③審議会の山場に向けてFAX行動の取り組み
　　（2024 年は 287 団体、2023 年は 416 団体、2022 年は 354 団体）            
　　・�産別及び単組の支部・分会、地協・地区連合、青年・女性も含め、あらゆる組織から、下記宛先へ

のFAX送付行動（別途作成）を展開する。
　　・送付期間　2025 年７月上旬～７月下旬（別途通知）
　　・送付先　　北海道地方最低賃金審議会　会長　亀野　淳　宛

　　　④審議会の動向に合わせて第１合同庁舎前での昼休み集会の開催（別途通知）
　　・日　時　　2025 年７月下旬 12 時 20 分～（20 分程度）
　　・場　所　　札幌第１合同庁舎前（札幌市北区北８条西２丁目）南向き路上
　　・内　容　　主催者あいさつ、これまでの経過、シュプレヒコール
　　・参加者　　100 人規模
　　�　また、北海道最低賃金額が改定された後、その周知活動を行う。各地域の実情に応じた方法を選択

するが、統一的運動をめざし、連合本部が作成するチラシを活用した街宣活動を取り組む。また、地
協段階において、自治体要請行動を展開し、履行確保に取り組む。

３．構成組織の取り組み
○�構成組織は、特定（産業別）最低賃金の改定について、関係団体へ周知する。あわせて、加盟組合を通
じて、当該事業所において特定（産業別）最低賃金が適用される全労働者への周知をはかる。

Ⅴ．ブロック会議・学習会などの開催
１．連合本部の取り組み

○�全国最低賃金対策会議を開催し、構成組織・地方連合会との情報連携を密にする（目安審議前の６月、
目安答申後の７月を想定）。
○最低賃金全国学習会を開催する（2025 年６月に予定）。
○�構成組織、地方連合会、地方ブロックが自主的に開催する担当者会議などに、要請に応じて中央最低賃
金審議会委員、連合本部担当者を派遣する。なお、地方ブロック担当者会議の開催費用については、連
合本部が一部補助する。

２．連合北海道の取り組み
○�目安審議前（５月～６月）に、地方最低賃金審議会の本審委員・産業別専門部会委員が会する担当者会

別紙４
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議を開催する。担当者会議には、特定（産業別）最低賃金を有する構成組織本部担当者等が参加し、特
定（産業別）最低賃金に関する構成組織と連合北海道の連携を強化する。
○北海道最低賃金審議会の本審委員・産業別専門部会委員の合同学習会・情報交換会等を開催する。
○�連合本部が開催する最低賃金担当者会議および最低賃金学習会に参加し、地方連合会間の情報連携を密
にする。

３．構成組織の取り組み
○�特定（産業別）最低賃金を管轄している構成組織は、組合役員の世代交代状況も踏まえ、学習会・情報
交換会等を開催する。
○�連合本部や連合北海道が開催する諸会議に参加する。また、連合北海道が開催する諸会合への参加を加
盟組合に促す。

以　上
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特定（産業別）最低賃金の改定に向けた具体的な取り組み手順

意向
表明

新設・金額改正に係る「意向表明」は、構成組織本部、構成組織地方支部組織、連合北海道が
連携を密にし、遅くとも3月末までに行う。
①�産業のくくり・基幹的労
働者の決定

連合北海道は、できる限り早い時期に最低賃金対策委員会などを
開催し、構成組織地方支部組織や構成組織本部と連携の上、「金
額改正および新設」産業の決定、「新設」の場合の産業のくくり方、
対象労働者の範囲などを確定させる。

②使用者との事前協議 意向表明に先立って、構成組織本部や構成組織地方支部組織は当
該産業の使用者団体と、連合北海道は経済団体と、それぞれ意思
疎通を十分にはかり、合意形成に努める。

申出 新設・金額改正に係る申出は、各構成組織本部、構成組織地方支部組織、連合北海道が連携を
密にし、6月末目途を基本とし、遅くとも7月末までに行う。
①適用労働者数の確定 適用労働者数は毎年の労働者数の増減も勘案した上で意向表明

後に各労働局より通知される。直近の雇用変化の動向について事
前に労働局との十分な意思疎通を行った上で、適正な適用労働者
数を確定させ、申出の前倒しをはかる。
適用労働者数の大きな変化や産業分類上の扱いなど精査が必要
な案件については、労働局と事務手続上の協議を十分に行うとと
もに、事前に構成組織本部、連合本部と連携する。

②合意労働者の確保 構成組織は、合意労働者確保に向けた「必要性」の機関決議や個
別合意（個人署名）の集約などに努め、申出に向けた準備を進め
る。なお、労働協約ケースによる申出の拡大をめざす。公正競争
ケースによる申出であっても、可能な限り合意労働者に占める
「企業内最低賃金協定」適用労働者のウエイトを高めるよう、構
成組織は企業内最低賃金協定締結の拡大と水準改善に取り組む。

③�企業内最低賃金協定額の
チェック

事実上、申出に添付する企業内最低賃金協定の下限額が、特定（産
業別）最低賃金改正の上限となる。したがって、北海道最低賃金
に対する優位性および北海道最低賃金の近年の引上げの状況等
も踏まえ、申出に添付する企業内最低賃金協定の水準をチェック
する。

審議 審議にあたっては、当該専門部会労働者側委員と連合北海道や構成組織地方組織との連携強化
をはかる。
①使用者との事前協議 当該産業労使の合意形成に向けた事前の働きかけを強化する。
②必要性審議 北海道最低賃金審議会本審で行われる「必要性の審議」において

必ず「必要性あり」の答申を引き出した上で、当該産業労使が参
加する専門部会で金額審議を行う。なお、特定（産業別）最低賃
金の水準は、北海道最低賃金額を上回らなければならないので、
北海道最低賃金と特定（産業別）最低賃金の水準が僅差の場合に
は、「必要性の審議」が事実上の金額審議となる。したがって、「必
要性の審議」においては、当該労使の意見を十分踏まえて審議が
なされるように、「参考人」を招集することや当該産業の労使が
入った場で必要性を審議すべきことも主張すべく、構成組織本部
や連合本部との連携をより緊密にしつつ対応する。

③金額審議 金額改定については、「企業内最低賃金に準拠した水準」をめざ
す。

④発効日 年内発効を基本とし、さらに前倒しし 10月～ 11 月発効もめざす。
⑤情報共有 専門部会労働者側委員は審議の進捗状況を連合北海道へ報告す

る。連合北海道はその内容を Slack および
@RENGOの最低賃金情報システムに随時入力して情報の共有化
をはかり、各産業の金額引き上げ相場の形成・波及をめざす。
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�  【Ⅲ労働条件改善・資料2】

2025年度 北海道最低賃金の取り組み（その1）

1. 最低賃金をめぐる情勢
（1）7 月 1 日、日銀札幌支店は「金融経済概況」を発表し、北海道地域の景気は、「一部に弱めの動きがみら
れるが、持ち直している。」とされた。すなわち、「個人消費は、物価上昇の影響を受けつつも、堅調に推移
している」とし、雇用・所得情勢を見ると、「緩やかに改善している」とした。
　　一方、厚生労働省が 7月 7日に発表した 5月分の毎月勤労統計調査（結果速報）によると、前年比、現金
給与総額は、一般労働者が 1.1% 増、パートタイム労働者が 3.5% 増、パートタイム比率が 0.32 ポイント減
少し、所定外労働時間の就業形態計では 1.0% 減となった。なお、一般労働者の所定内給与は 2.1% 増、パー
トタイム労働者の時間当たり給与は 4.0% 増となった。

（2）北海道経済産業局は 7月 18 日、5 月の経済概況判断について、「緩やかに持ち直している」と公表した。
しかし、役員を除く雇用者数 222 万人のうち 38.6% の 86 万人が有期・パート等労働者など不安定雇用、低
収入となっている。また、求職者のうち 44 歳以下が約 39.2% を占めており、改善傾向ではあるものの不安
定雇用の実態が伺われる。

（3）北海道の最低賃金は昨年度の審議会答申において、50 円増の 1,010 円となった。依然として、北海道全体
が最低賃金に張り付く形【資料1】での低賃金構造にある現実と、同時に、最低賃金引き上げの取り組みが
道内経済の底上げ、セーフティネットの役割として非常に重要であることが確認できる。

（4）政府は「2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、
官民で、最大限の取組を 5年間で集中的に実施する」としているが、本来あるべき最低賃金の水準のあり方
を議論する新たなステージに立っている。
　　北海道の連合リビングウェイジ 1,160 円の達成はもとより早期の時給 1,250 円に向けて、経済活性化施策
の展開、道民所得の底上げのための最低賃金引き上げ、雇用政策の強力な展開が図られるよう取り組みを強
化する。

（5）連合は、この間、「連合アクション」の取り組みの一環として、有期・短時間等労働者の処遇改善に大き
な影響がある最低賃金の遵守と引き上げを求めて運動を展開している。北海道においても、連合北海道・地
協（地区連合）・構成組織が一体となって、各種取り組みを展開している。

2. 中央最低賃金審議会における具体的な取り組み【（1）～（3）は北海道の取り組み方針の再掲】
（1）全都道府県で 10 月 1 日に改正が発効できるよう、遅くとも 7月末までの目安答申をめざす。
（2）連合本部は、法定最低賃金決定の 3要素を考慮しつつ、額差改善に結びつく目安の引き出しをめざす。
（3）中央最低賃金審議会は、地方での審議に資するよう、審議会でとりまとめた目安額等について、地方審議
会委員への理解浸透をはかる。

（4）清水事務局長から、「各労使の真摯な議論により、賃上げの重要性、必要性に対する共通認識が広がりつ
つあるものと考えている。最低賃金は、社会全体に賃上げの流れを広げていくこと、労働組合のない企業で
働く労働者へも確実に波及させるために欠かせない。最低賃金近傍で働く人の生活と安心を確保し、誰もが
希望をもてる社会を目指し、最低賃金の確実な引き上げと、その履行確保を徹底されたい」と述べ、要請書
【資料2】を手交した。
　これに対し、鰐淵厚生労働副大臣は、最低賃金に関する要請事項について「政府は 2020 年代に 1500 円と
いう高い目標に向けて努力している。地域間格差についても課題認識を共有している」と述べ、「いろいろ
な方面からご意見をいただきながら、『中小企業・小規模事業者の賃金向上推進 5か年計画』を着実に実施
していく。業務改善助成金についても十分な予算確保と周知の徹底に努める」また、「特定最低賃金につい
ても、制度の主旨に則った運用となるよう、各労働局との連携をはかる」との発言がありました。【資料3】
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3. 北海道最低賃金審議会の動き
（1）令和 7年度第 1回北海道地方最低賃金審議会が 7月 14 日 14：00 から開催され、①北海道地方最低賃金審
議会会長及び会長代理の選任、②北海道地方最低賃金審議会運営規程等について、③北海道最低賃金の諮問
について、④事業場実地視察について、⑤特定最低賃金の意向表明状況について、⑥その他などについて審
議された。
　　①の会長および会長代理の選任では前期同様、亀野会長、國武会長代理が提起され異議なく選任された。
②の運営規程等では、会長及び会長代理の選任では、規定上は選挙で選ぶこととなっているが、北海道では
推薦・承認の流れを長年続けており、今年度も踏襲したい旨提起され、確認された。③の諮問は村松局長か
ら亀野会長へ諮問文が手交された。④の事業場実地視察は、日程の確保が難しく見送られることとなった。
⑤特定最低賃金の意向表明については、7月末までに完了する見込みと報告された。

（2）連合北海道は、10 月 1 日の早期発効を目指し（答申期限 8月 5 日）、精力的に審議を進めるよう求める。
また、特定（産業別）最低賃金については、2－ 3 月にかけて「乳糖」「鉄鋼」「電機」「船舶」の 4業種で
改定の申し出意向表明を済ませ、金額改定にかかわる申出の本申請は完了している。

4. 北海道地域最低賃金の改定額の目標
　連合北海道は最低賃金法の改正主旨にある「健康で文化的な生活」が実現できる地域最賃レベルを実現す
るため、大幅な引き上げを求める。設定する最低賃金は、北海道の連合リビングウェイジ 1,160 円や、経験
豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給を下回らない水準の確保を求めながら、当面の目標額を時給 1,250
円とするが、今年度の北海道最低賃金改定 目標額は、中賃目安+αとしたい。

5. 中賃目安審議に臨む労側の基本的態度骨子（2025.6.11）
　【資料4】

6. 当面する行動の取り組み
　公益委員の意見を左右する様々な要素としては、「市町村議会の決議」や労働者団体・道民からの具体的
な要請（署名行動・FAX・メール等）が参考とされる。
　今年度は、北海道最低賃金審議会に向けて、また、道民世論の喚起に向けた諸行動として、以下の取り組
みを展開していく。

（1）北海道をはじめ各自治体への意見書提出。（昨年は 66 自治体、一昨年は 54 自治体）
　「令和 7年度年度北海道最低賃金改正等に関する要請書」【資料5】
（2）審議会山場に向けたFAX行動。（2024 年は 287 団体【資料6】、2023 年は 416 団体）（通知済）
　①�産別及び単組の支部・分会、地協・地区連合、青年・女性も含め、あらゆる組織から、下記宛先への

FAX送付行動を展開する。
　②送付期間　2025 年 7 月 14 日（月）～ 7月 30 日（水）
　③送付先　　北海道地方最低賃金審議会　会長　亀野　淳　宛
　　　　　　　【送信先】　FAX　011 － 756 － 0056
　④例　文　　【資料7】を参照してください。

（3）審議会の動向に合わせて第1合同庁舎前での昼休み集会の開催（発文済）
　①日　時　　2025 年 7 月 30 日（水）12 時 15 分～（20 分程度）
　②場　所　　札幌第 1合同庁舎前（札幌市北区北 8条西 2丁目）南向き路上
　③内　容　　主催者あいさつ、これまでの経過、シュプレヒコール
　④参加者　　�約 100 人�

自治労 30、北教組 20、情報労連 10、UAゼンセン 5�
電力総連 5、国公連合 30、その他産別 1

　⑤動員報告　2025 年 7 月 25 日（金）までに、報告願います。



　　　　　※ 当日は組合旗をご持参願います。
（4）その他
　・地域最賃発効日日程表【資料8】
　・特定最賃発効日日程表【資料9】
　・次回　第 3回最賃対策委員会の日程について
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�  【Ⅲ労働条件改善・資料2-1】



2025年6月3日 

厚生労働大臣 

福岡 資麿 様 

日本労働組合総連合会 

会 長   芳野 友子 

2025年度最低賃金行政等に関する要請書 

2025年度の春季生活闘争では、2年連続で5％台の賃上げが実現しました。しかし、米

をはじめとした食料品や生活必需品などの物価高により、最低賃金近傍で働く仲間の暮

らしは一層厳しさを増しています。最低賃金の引き上げを通じ、この賃上げの流れを労

働組合のない企業で働く人も含め社会の隅々まで波及させなければなりません。 

日本の最低賃金は諸外国と比較して依然として低位にあります。政労使会議の議論な

ども踏まえ、大幅に引き上げる必要があります。あわせて、地域間の金額差も依然大き

く、212円という金額差が地方部から都市部への労働力の流出、地方経済の回復や中小・

零細企業の事業継続・発展の厳しさを助長していると考えられます。

現在検討されている「中小企業・小規模事業者の賃金向上５か年計画」の施策パッケ

ージなどを踏まえ、最低賃金の大幅な引き上げに対応できる環境整備も不可欠です。 

以上の認識のもと、下記の事項に取り組まれるよう要請いたします。 

記 

１．地域別最低賃金について 

（１）労働の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準に向けた目安額の決定

○ 地域別最低賃金は、憲法第25条、労働基準法第1条、最低賃金法第1条を踏まえ、

経済的自立を可能にし、人たるに値する生活を営む賃金水準とする必要がある。

今年の改定では全都道府県で確実に1,000円をクリアし、国際的な最低賃金の流

れとして相対的な貧困水準（一般労働者の賃金中央値の60％など）が重視されて

いることも念頭におきつつ、中期的に大幅な水準引き上げをめざすこと。

○ この間の中央・地方の審議において地域間額差が大きな論点になっていることを

踏まえ、地域間額差の縮小をはかること。

○ 全国的整合性のある地域別最低賃金の決定や地方審議会における円滑な審議を

促すという目安制度の重要な役割を最大限発揮するため、公労使で議論を尽くし

た、説得力のある目安を示すことのできるよう審議会運営をはかること。

○ 地方最低賃金審議会におけるデータに基づく議論のため、都道府県別のデータを

充実させること。

（２）早期発効に向けて

○ 最低賃金引き上げの早期発効は全労働者の利益である。そのため、中央最低賃金

審議会への諮問、目安に関する小委員会の開催、および答申の日程設定は、10

月1日を軸により早期の発効に最大限配慮すること。同時に、各地方労働局に対

しても、中央最低賃金審議会の審議や答申の丁寧な周知とともに、早期発効の趣

旨を踏まえた審議会運営がはかられるよう、指導を徹底すること。

�  【Ⅲ労働条件改善・資料2-2】



２．最低賃金の引き上げに向けた環境整備 

（１）労務費の上昇分の適切な価格転嫁に向けた対応 

○ 中小・零細企業においても最低賃金の引き上げが確実に行われるよう、労務費の

上昇分が適切に取引価格に転嫁できる環境整備と中小企業・小規模事業者支援策

の周知徹底について、関係省庁と連携をはかること。また、現在検討されている

「中小企業・小規模事業者の賃金向上5か年計画」の施策パッケージについて、

関係省庁や地方自治体などと連携しながら早急に実施すること。 

（２）業務改善助成金の安定確保と活用促進 

○ 業務改善助成金については、通常の事業の支払い能力を担保・向上させる観点で、

安定的かつ十分な予算確保をはかること。また、申請手続きの簡素化や周知徹底

をはかるなどして、より中小・零細事業者が活用しやすい環境を整備すること。 

 

３．特定（産業別）最低賃金について 

（１） 特定（産業別）最低賃金の意義・目的を踏まえた審議会運営 

○ 特定（産業別）最低賃金は、企業の枠を越えた産業別労働条件決定システムとし

て、労使交渉を補完・代替する機能を有し、基幹的労働者の最低賃金を形成する

ことにより、事業の公正競争の確保に寄与している。この意義・目的を地方労働

局や地方審議会委員へ周知徹底すること。 

○ その上で、地方審議会において、公労使がその意義・目的を十分認識し、必要性

審議も含め、当該産業労使がイニシアティブを発揮できる運営がなされるよう指

導を徹底すること。 

○ また、審議においてはデータに基づく議論を重視する観点で、労使双方から主張

の根拠となる資料の提出を求めるなど、建設的な議論が行われる環境を整備する

よう指導を徹底すること。 

○ 地域別最低賃金の審議が遷延した際でも、特定（産業別）最低賃金にかかる審議

が十分なスケジュールを確保し円滑に運営されるよう、日程調整等は地域別最低

賃金審議の進捗に依らず前もって行うこと。 

○ 特定（職業別）最低賃金について、労使のイニシアティブを担保しながら具体的

な論点整理を開始すること。 

（２）適用労働者数の適切な把握 

○ 特定（産業別）最低賃金の適用労働者数を適切に把握するよう各地方労働局に対

し、指導を徹底すること。 

 

４．最低賃金の履行確保 

（１）監督行政の強化等 

○ 最低賃金の履行確保のための監督にあたる要員の増強等監督体制の抜本的強化

をはかるとともに、違反事業所の積極的な摘発や罰則適用の強化など、最低賃金

制度の実効性を高めること。 

○ 最低賃金制度の遵守に向け、最低賃金額はもとより制度の意義等も含めた周知徹

底をはかること。その際は、都道府県内の事業者や労働者への効果的・効率的な

周知の観点から、地方公共団体や労働組合を含む各種団体との連携をはかること。 

○ 最低賃金法が適用される労働者か否かを判断する際には、契約の名称ではなく、

働き方の実態について徹底した調査の上、適切に判断すること。 

（２）最低賃金の改定額を踏まえた公契約の見直し 

○ 最低賃金の改定額を踏まえ、発注済みの公契約の金額を見直すよう、中央府省庁
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および地方自治体に対して指導を強化すること。 

 

５．家内労働および最低工賃について 

○ 家内労働法第13条を踏まえ、最低賃金との均衡を考慮した最低工賃の決定に向け、

地方審議会での当該産業労使による十分な協議が行われるよう、地方労働局への

指導を徹底すること。 

○ 最低工賃新設・改正計画について、最低賃金の引上げ等の情勢に対し、より柔軟

に対応するため、諮問サイクルのさらなる早期化を促すこと。 

以 上 



第 22 回中央執行委員会／2025.7.17 

【重点分野－２】2025年度最低賃金行政等に関する厚生労働省要請報告 

Ⅰ．日 時：2025 年 6 月 3 日（火）16:00～16:20 

Ⅱ．場 所：厚生労働省 10 階厚生労働省副大臣室 

Ⅲ．出席者： 

（厚生労働省）鰐淵 洋子 厚生労働副大臣 

岸本 武史 労働基準局長 

（連   合）清水 秀行 事務局長 

仁平 章 総合政策推進局長 

Ⅳ．要請概要： 

１．挨拶および要請書手交 

清水事務局長は、「今年の春季生活闘争では、昨年に引き続き高い水準での妥結

結果が組合から多く報告されている。各労使の真摯な議論により、賃上げの重要

性、必要性に対する共通認識が広がりつつあるものと考えている。賃上げがあた

りまえの社会をめざし、連合として全力で取り組む」と述べたうえで、「最低賃金

は、社会全体に賃上げの流れを広げていくこと、労働組合のない企業で働く労働

者へも確実に波及させるために欠かせない。最低賃金近傍で働く人の生活と安心

を確保し、誰もが希望をもてる社会を目指し、最低賃金の確実な引き上げと、そ

の履行確保を徹底されたい」として、要請書を手交した。 

■要請のポイント（要請書より抜粋）

【地域別最低賃金の水準について】

 地域別最低賃金は、憲法第 25 条、労働基準法第 1条、最低賃金法第 1条を踏ま 

え、経済的自立を可能にし、人たるに値する生活を営む賃金水準とする必要があ

る。国際的な最低賃金の流れとして相対的な貧困水準（一般労働者の賃金中央値の

60％など）が重視されていることも念頭におきつつ、中期的に大幅な水準引き上げ

をめざすこと。 

【地域別最低賃金の早期発効に向けて】 

 最低賃金引き上げの早期発効は全労働者の利益である。そのため、中央最低賃金

審議会への諮問、目安に関する小委員会の開催、および答申の日程設定は、10 月 1

日を軸により早期の発効に最大限配慮すること。同時に、各地方労働局に対して

も、中央最低賃金審議会の審議や答申の丁寧な周知とともに、早期発効の趣旨を踏

まえた審議会運営がはかられるよう、指導を徹底すること。 

【労務費の上昇分の適切な価格転嫁に向けた対応】 

 中小・零細企業においても最低賃金の引き上げが確実に行われるよう、労務費の

上昇分が適切に取引価格に転嫁できる環境整備と中小企業・小規模事業者支援策の

周知徹底について、関係省庁と連携をはかること。また、現在検討されている「中

小企業・小規模事業者の賃金向上 5か年計画」の施策パッケージについて、関係省
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庁や地方自治体などと連携しながら早急に実施すること。 

  業務改善助成金については、通常の事業の支払い能力を担保・向上させる観点

で、安定的かつ十分な予算確保をはかること。また、申請手続きの簡素化や周知徹

底をはかるなどして、より中小・零細事業者が活用しやすい環境を整備すること。 

 

【特定（産業別）最低賃金について】 

  地方審議会において、公労使がその意義・目的を十分認識し、必要性審議も含

め、当該産業労使がイニシアティブを発揮できる運営がなされるよう指導を徹底す

ること。 

 審議においてはデータに基づく議論を重視する観点で、労使双方から主張の根拠

となる資料の提出を求めるなど、建設的な議論が行われる環境を整備するよう指導

を徹底すること。 

 

【家内労働、最低工賃について】 

 最低工賃新設・改正計画について、最低賃金の引上げ等の情勢に対し、より柔軟

に対応するため、諮問サイクルのさらなる早期化を促すこと。 
 

２．鰐淵厚生労働副大臣発言要旨 

「政府は 2020年代に 1500円という高い目標に向けて努力している。地域間格差に

ついても課題認識を共有している」と述べ、「いろいろな方面からご意見をいただき

ながら、『中小企業・小規模事業者の賃金向上推進 5か年計画』を着実に実施してい

く。業務改善助成金についても十分な予算確保と周知の徹底に努める」と話されま

した。また、特定最低賃金についても、制度の主旨に則った運用となるよう、各労

働局との連携をはかる」との発言があった。 

 

以 上 
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（例　1）
2025 年 7 月　日

北海道地方最低賃金審議会
会　長　亀　野　　淳　様

北海道最低賃金の大幅な引き上げを求める要請書

　北海道の経済・社会の現状を見ると、インバウンドの増加や労働力人口の減少傾向などによって人手不足感
が強まっています。
　一方、働く者の取り巻く現状を見ると、全雇用労働者に占める道内の非正規雇用労働者の割合は、令和 5年
総務省労働力調査によると 38.6%・86 万人に達し、低所得層の高止まりおよび格差の拡大により社会は不安定
さを増しています。
　中央最低賃金審議会は、「経済財政運営と改革の基本方針 2025（6 月 13 日閣議決定）」の中に記載されてい
る「最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・ 小規模事業者
の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標の達成に向け・・・」ことを踏まえる必要
があります。
　超少子高齢化・労働力人口減少が進行する中で、安心できる社会保障制度に向けた道筋が不透明であること
などから、多くの国民・道民が将来への大きな不安を抱えています。特に、最低賃金近傍で働く人々の生活は
深刻であり、数年来続く消費者物価の上昇など、低所得者層は生活困窮の深刻さを増しています。これらを踏
まえると最低賃金の大幅な引き上げは不可欠であり、勤労国民が安心して暮らすため、最低賃金の役割は一段
と高まっています。
　昨年、50 円改定された北海道の最低賃金時間額 1,010 円は、法定労働時間フルに働いても、税込み年額で
200 万円を少し超える程度にしかなりません。北海道は全国平均より高い非正規比率となっており、最低賃金
に張り付く賃金体系となっていることから、生活困窮者の割合が高いと考えられます。連合調査による「最低
限の生活を保障する水準（リビング・ウェイジ）」として示している北海道の「時間額 1,160 円」にすら、ほ
ど遠いものとなっています。最低賃金近傍に張り付く賃金体系の北海道においては、地域経済の活性化と所得
税収の確保、社会保障制度の維持・充実に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体の底上げは重要な課題
です。
　2025 年北海道最低賃金の改定に当たっては、全国平均より低い北海道最低賃金を地域間格差是正の観点か
ら、今後出される目安金額を大幅に上回る改定をするよう強く要請します。
　また、早期の最低賃金引き上げ発効は全労働者の利益であり、遅くとも 10 月 1 日発効に向けて最大限配慮
するよう求めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　（団体名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）
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（例　2）
北海道地方最低賃金審議会
会　長　亀　野　　淳　様

北海道最低賃金の大幅な引き上げを求める要請

　労働基準法第 2条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めていますが、最低賃金近
傍の多くの非正規雇用労働者は、賃金労働条件の決定にほぼ関与することができません。
　今年の春季生活闘争の結果（連合北海道集計）では、組織された「時間給労働者」の時間給引き上げ額は加
重平均で、昨年は 56.84 円、本年は 64.45 円となっています。
　「経済の自律的成長」実現のためにも、組織された労働者同様、最低賃金の大幅な引き上げを図るべきです。
また、最低賃金に張り付く多くの労働者は、未だに賃金改定がされていません。
　10 月 1 日発効に向けて、公労使の真摯な議論のもと、早期発効が実現されるよう求めます。

2025 年 7 月　日
　　　　　　　　　　　　　　　　（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（例　3）
北海道地方最低賃金審議会
会　長　亀　野　　淳　様

北海道最低賃金の大幅な引き上げを求める要請

　最低賃金の引き上げは、非正規雇用労働者、未組織労働者の春季生活闘争です。今後の金額審議にあたって
は、地域別最低賃金の適正水準を念頭において議論すべきです。この適正水準とは、憲法第 25 条 1、労働基準
法第 1条 2、最低賃金法第 1条 3 のとおり、経済的に自立し、人たるに値する生活を営むことのできる水準とい
えますが、北海道最低賃金がその水準にあるとは到底言えません。加えて、日本の地域別最低賃金の平均水準
は、フルタイム労働者の賃金中央値に対する比率が 49.3% と年々改善はされているものの、OECD諸国では
最低レベルに位置しています。
　地域別最低賃金を決定するにあたって考慮すべきと定めている最低賃金法第 9条第 2項の三要素のうち、特
に、「地域における労働者の生計費及び賃金」の二つの要素を重視し、北海道最低賃金を「時間給 1,250 円」
まで引き上げる審議を行うよう求めるとともに、10 月 1 日発効されるよう要請いたします。

2025 年 7 月　日
　　　　　　　　　　　　　　　　（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　	「憲法第25条」:すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2　	 �「労働基準法第1条」:労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要をみたすべきものでなければな

らない。
3　	 �「最低賃金法第1条」:賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、

労働者の生活の安定、労働力の資質向上と事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄
与することを目的。
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2025北海道最低賃金に関する取り組み方針（その２）

Ⅰ　北海道最低賃金審議会における主な論点と経過
1. 北海道地方最低賃金審議会（本審）は、７月 14 日開催を皮切りに計４回開催し、また、専門部会は、７月
30 日から８月８日まで計６回の審議を重ねてきた。
　今年の審議は特に食料品の物価上昇が継続している中で、「経済財政運営と改革の基本方針 2025 ～「今日
より明日はよくなる」と実感できる社会へ～」の中で「最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上
支援により、影響を受ける中小企業・ 小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円とい
う高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を５年間で集中的に実
施する。政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、①地方の中小・小
規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力
化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事
業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&Aに関する不安や障壁を取り払い、
先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策
パッケージを実行する。また、EU指令においては、賃金の中央値の 60%や平均値の 50%が最低賃金設定
に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げについては、我が国と欧州では制
度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、 これらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準
となっていること及び上記の施策パッケージも踏まえ、法定３要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会
において議論いただく。」とされた。
　８月４日、中央最低賃金審議会は「目安ABランクは 63 円、Cランクは 64 円」を示し、金額に関し意見
の一致をみるに至らなかったことや答申に記載されている公益委員見解を十分に参酌され、自主性の発揮に
ついて地方審議会には期待することなど、８月５日の第３回北海道地方最低賃金専門部会の中で「目安の伝
達」が行われた。
2. 第２回の専門部会において、労働者側は、日本の最低賃金はフルタイム労働者の平均賃金中央値に対し５割
にすら満たないこと、2025 春季生活闘争における賃上げ結果は 33 年ぶりの高水準を示していること、給与
所得者の５人に一人がワーキングプアと言われる年収 200 万円以下であること、民間のパート・アルバイト
等の求人において最低賃金近傍の募集時間額が３割程度しかないことなどをあげ、最低賃金近傍で働いてい
る労働者であっても、家族とともに生活し、将来展望が描ける社会を実現するための賃金水準に引き上げる
こと。そして、昨年 10 月以降も食料品を中心に物価上昇していることを踏まえ、有効なセーフティネット
として十分機能するよう訴え、働くことに意義を見出すよう、大幅引き上げに最大限努めるよう主張した。
　これに対し使用者側は、北海道経済連合会が行った最低賃金に関する調査において、負担感があるとの回
答が 38.7%、負担ではないとの回答が 38.0%、今年度の引き上げについては、現状維持が 38.7%、引き上げ
るべきが 33.6% となっていることなどを述べた。中小企業の今春の賃上げは人材の確保・定着の意味合いが
極めて強いこと、企業体力以上の賃上げを強いられていることを考慮すること求め、法が定める３要素「労
働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」に基づいて審議することを主張した。
3. 労働者側は専門部会の中で、近年は全国平均額と北海道最低賃金額が乖離してきており、目安金額から北海
道が１～２円プラスしたとしても、全国平均に追いつくためには 20 年～ 40 年かかるため、近年の物価高、
特に食料品の物価上昇を上回る引き上げ及び地域間格差是正の観点からも大幅引き上げを公益委員に求め
た。
4. 専門部会議論は前記内容について、労使譲らず激しい審議が続く中、公益委員から「昨年 10 月以降の消費
者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）が全国よりやや高い水準であること、連合北海道および経団連発
表の 500 人未満の事業所の賃上げ結果が昨年を上回っていること、また、賃金改定状況調査結果第４表の賃
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金上昇率などを総合的に勘案すると目安金額から２円プラスした 65 円を公益としては考えている」と提案
された。
　労働者側は、連合北海道が集計した時間給労働者の賃上げ加重平均 64.45 円（円未満切り上げ）の 65 円
を主張していたため、公益委員から賛成を求めら、合意の判断をした。最終的に使用者側全員（３人）が反
対したものの、公益（２人）・労働者側（３人）の賛成多数により結審となった。
5. 今回の「65 円」改正について、最低賃金法第１条の「賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図る」とい
う目的を達成するための生活できる賃金水準といった観点からすると納得できる水準ではない。しかし、過
去最高額の引き上げであることや目安金額からプラス２円については評価できる。連合が求める 2030 年代
半ばまでに平均年収に対する 60%水準にする足がかりとしていかなければならない。
　労働者側の意見としてではあるものの、「格差是正及び大幅引き上げのためにも、価格交渉に関する指針
や北海道政労使会議で採択された共同宣言を強力に推し進め、労務費を含めた適正な価格での取引や価格転
嫁を企業規模・業種問わず前進させることを期待」との表記を答申書【資料１】に記されたことから、賃金
水準の議論を深めながら、格差是正につながるよう最低賃金の大幅引き上げに取り組んでいく。
　さらには、今後の特定（産別）最賃の取り組みを含め、万全を期して臨むこととする。
6. ８月８日に出された「北海道最低賃金の改正決定について（答申）」において、「最低賃金は経済を支える上
でも、地域の労働者の生活と賃金、地域産業の持続性を支える上でも重要な役割を果たしていることを踏ま
えつつ、事業継続と雇用の維持、労働者の生活・くらしを守ることを最優先課題として官民、労使を挙げて
尽力している状況について特段の配慮をすることが重要である」となっていることから連合北海道、地協・
地区連合が一体となり、関係団体及び自治体等に対する履行確保を求めていく。

Ⅱ　特定（産業別）最賃の改正に向けて
１. これまでの経過
　特定最賃の諮問に向けて第１回北海道地方最低賃金審議会<７月 14 日（月）>で意向表明状況【資料２】、
また、第２回北海道地方最低賃金審議会<７月 30 日（水）>で「北海道特定最低賃金の改正に係る申出状況」
【資料３】の説明を受けた後、北海道労働局長から諮問【資料４】された。第３回北海道地方最低賃金審議
会<８月８日（金）>では必要性の有無について、労使それぞれ必要性有りと判断。これらの経過を受けて、
「最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申）」【資料５】及び「最低賃金の改正決定について（諮問）」
【資料６】がなされ、４業種の調査審議が進められることとなった。

２. 改定審議に臨む基本的考え方
　北海道最低賃金より一定の高水準を維持してきた特定（産業別）最賃・企業内最賃との差が近年の北海道
最低賃金引き上げ額が過去最高額を更新し続け、縮小してきている。このままの水準で推移してしまうと、
使用者側の特定（産業別）最賃不要論につながることが懸念され、課題となってきている。
　あらためて「特定（産業別）最低賃金」の意義と役割について、労使間で共通認識を持つことが求められ
ている。
　特定（産業別）最賃は産業の現況を反映するものであると同時に、他の産業やその地域の他の企業にも大
きな影響を与えるものである。従って、次に掲げる内容を共通認識としたい。

①当該産業は経営側と話し合いの場を持ち、専門部会における議論の土台作りを進める。
②�専門部会においては、当該産業の賃金実態や経営環境を踏まえつつ、生産年齢人口が減少の一途をた
どる中で、優秀な人財の確保、人手不足の解消、技術継承や若年労働者の定着などを訴え、当該産業
別最低賃金の適正な金額水準や今年度の水準改定について、十分な協議を行う。
③審議、決定は全国の同業種の審議状況を踏まえて進めていく。



３. 金額改正における具体的対応について
　改正に向けては以下の４点を共通認識とする。

①�上げ幅議論に埋没するのではなく、まずは、「絶対水準」にこだわる主張をし、各産業における基幹的
労働者にふさわしく、より実効性の高い最低賃金の水準をめざした改正審議に臨む。
②�企業内最低賃金を設けている産別は、「企業内最低賃金に準拠した水準」をめざし引き上げを図る。ま
た、現行水準の低い最低賃金については、一層の格差改善に努める。
③�審議にあたっては、企業内最低賃金のほかに各産業における賃金実態やパート労働者の賃金、高卒初
任給、道内の短時間労働者の時間額（産業計）1,277 円：出所「厚労省の令和６年賃金構造基本統計調査」
などの絶対水準を重視する。
④�施行された同一労働同一賃金を念頭に審議する。

　具体的な金額については、次の対応を図る。
○�産業別最賃の必要性を訴えていくためにも、これまで同様、地域最賃を 20%程度上回る水準を中期の目
標として進める。
○�今年の金額審議は北海道最賃額を 100 として、鉄鋼 110%、乳糖・電機・船舶 105% を目標として進める
こととする。

　北海道最低賃金額 1,075 円

業種 現行 企業内最賃 地賃比率 目標額 引上額 引上率

鉄　鋼 1,100 円 1,186 円 110% 1,182 円 82 円 7.45%

電　機 1,049 円 1,131 円 105% 1,129 円 80 円 7.63%

乳　糖 1,048 円 —— 105% 1,129 円 81 円 7.63%

船　舶 1,040 円 1,217 円 105% 1,129 円 89 円 8.56%

４. 専門部会委員の推薦と審議日程について
①委員の選任
　専門部会については、これまで同様に各専門部会に本審委員１名と当該産業別委員２名とし下記委員を推
薦決定した。

業種 本審委員 産業別　委　員

鉄　鋼 山田　新吾 西　　良太　 幅田　尚之

電　機 金子　ユリ 片桐　秀人 村川　哲広

乳　糖 入江健太郎 井上　大作 宮崎　　圭

船　舶 藤田　鉄平 加賀屋　進 橋本　康憲

②�本年の具体的な審議日程は個別開催となりますが、例年通り、４業種ともに 12 月１日統一発効を目指して
審議を進めることとする。
　※ 12 月１日（月）発効のためには、10 月２日（木）までに改正答申【資料７】が必要となる。

Ⅲ　今後の取り組みについて
１. 北海道最低賃金周知の取り組み
○　全道一斉街頭宣伝行動（10 月１日または 10 月３日場所は未定）
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2025 年６月 13 日
北海道労働局
　局　長　　村　松　達　也　様

日本労働組合総連合会北海道連合会
会　　長　　須　　間　　　等　

日本労働組合総連合会北海道連合会
最低賃金対策委員会

副 委 員 長　　金　子　ユ　リ　

2025年度北海道最低賃金改正等に関する要請書

　2025 年度の春季生活闘争は北海道の経済が新たなステージへの定着がはかれるかどうかの正念場であり、
連合北海道に集う働く仲間が一丸となって交渉に臨んでおります。賃上げがあたりまえの社会を実現するため
には、いま、この流れを未組織の労働者も含めた社会の隅々にまで確実に波及させなければなりません。
　日本の最低賃金は諸外国と比較して低位にとどまり、労働の対価にふさわしいナショナルミニマム水準へと
引き上げる必要があります。現下の物価上昇は、最低賃金近傍で働く仲間の暮らしに大きな影響を及ぼしてい
ます。あわせて、北海道の最低賃金 1,010 円は全国平均にすら届いておらず、北海道経済の回復や中小・零細
企業の事業継続・発展の厳しさを助長していると考えられます。
　こうした中、一昨年に示された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の認知と実効性の向
上をはじめとし、中小企業等の支払い能力を担保する各種支援策の拡充と周知が欠かせません。
　以上の認識のもと、最低賃金等の実効性を担保すべく下記の事項に取り組まれるよう要請いたします。

記

１．北海道最低賃金について
（1）労働の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準への引き上げ
　地域別最低賃金は、憲法第 25 条、労働基準法第１条、最低賃金法第１条を踏まえ、経済的自立を可能にし、
人たるに値する生活を営む賃金水準とする必要がある。生存権を確保した上で、労働の対価としてふさわし
いナショナルミニマム水準への改善を目指した引き上げ額が決定されるよう、事務局として最大限努力する
こと。

（2）早期発効に向けたスケジュール設定
　早期の最低賃金引き上げ発効は全労働者の利益である。北海道地方最低賃金審議会への諮問、専門部会、
運営小委員会の開催、および答申の日程設定においては、10 月１日発効、または、限りなく近づけるよう
配慮すること。

（3）地域間格差の是正
　この間の中央の審議において地域間額差が大きな論点になっていることを踏まえ、まずは地賃平均額との
額差縮小をはかるよう審議を促すこと。

２．労務費の上昇分を含めた適切な価格転嫁に向けた対応
（1）労務費の上昇分を含めた適切な価格転嫁に向けた対応
　中小・零細企業においても最低賃金の引き上げが確実に行われるよう、労務費の上昇分が適切に取引価格
に転嫁できる環境整備と中小企業・小規模事業者支援策の周知徹底について、関係機関と連携をはかること。
また１月 22 日に開催された「北海道政労使会議」の共同宣言の遵守を促すこと。
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（2）各種助成金の活用促進
　業務改善助成金および各種助成金については、通常の事業の支払い能力を担保・向上させる観点で、申請
手続きの簡素化や周知徹底をはかるなどして、より中小・零細事業者が活用しやすい環境を整備すること。

３．特定（産業別）最低賃金について
　特定（産業別）最低賃金は、企業の枠を越えた産業別労働条件決定システムとして、労使交渉を補完・代
替する機能を有し、基幹的労働者の最低賃金を形成することにより、事業の公正競争の確保に寄与している。
北海道の審議会において、公労使がその意義・目的を十分認識し、必要性審議も含め、当該産業労使がイニ
シアティブを発揮できる審議会運営がなされるよう指導を徹底すること。

４．最低賃金の履行確保
（1）監督行政の強化等
　最低賃金の履行確保のための監督にあたる要員の増強等監督体制の抜本的強化をはかるとともに、違反事
業所の積極的な摘発や罰則適用の強化など、最低賃金制度の実効性を高めること。また、最低賃金制度の遵
守に向け、最低賃金額はもとより制度の意義等も含めた周知徹底をはかること。その際は、北海道内の事業
者や労働者への効果的・効率的な周知の観点から、地方公共団体や労働組合を含む各種団体との連携をはか
ること。
　最低賃金法が適用される労働者か否かを判断する際には、働き方の実態に応じて適切に判断すること。

（2）最低賃金の改定額を踏まえた公契約の見直し
　最低賃金の改定額を踏まえ、発注済みの公契約の金額を見直すよう、地方自治体等に対して指導を強化す
ること。

以　上
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2025 年８月 12 日

2025年度北海道地方最低賃金改定に関する談話

日本労働組合総連合会北海道連合会
事務局長　和田　英浩

　2025 年度北海道地方最低賃金審議会は８月８日、2025 年度北海道の最低賃金を 65 円引き上げ 1,075 円に改
訂し、10 月４日から発効することで結審した。
　本年度の改正審議は、2025 春季生活闘争で昨年を上回る水準の賃上げだったことや消費者物価指数が全国
平均より上昇していること、さらには北海道の景況を示す指標が全国と同等あるいはやや高い水準となってい
ること、地域間格差是正などを踏まえ、真摯に議論をした結果と受け止める。また、目安伝達が例年より遅れ
た中で、早期発効に向けて審議が行われたことについては率直に評価したい。

　本年度、中央最低賃金審議会では、地域別最低賃金の改定目安額についてA・Bランクが 63 円、Ｃランク
が 64 円と初めて下位ランクが上位ランクの金額を上回った中で、北海道でも本格的な金額審議が行われた。

　北海道地方最低賃金審議会専門部会で労働者側委員は、民間のパート・アルバイト等の募集平均時給が 1,100
円未満では少数であること、住居費を除く生活コストが首都圏と同等であること、最低賃金近傍で働く者に大
きく影響を与える食料品の物価が上昇していること、前年の改正状況では北海道より金額が低い県の 76％強
が目安を上回り地域間額差を含めた改正が行われていることなどを主張し、北海道においても目安額以上での
改定を求めてきた。

　過去最高額となる目安にプラス２円での結審は、影響率が全国平均より高い傾向にある北海道において、最
低賃金改定による底上げが何より重要であり、全労働者の４人に１人以上が改善されることは評価できる。

　連合北海道は、労働者が安心して生活ができる社会の実現、とりわけ労働組合に加盟していない労働者を含
めた社会全体の賃金の引き上げに向けて、今後もあらゆる機会を通じて企業間取引における価格転嫁の重要性
を訴え続けるとともに、企業における各種助成制度の活用を拡大するためのさらなる情報発信や制度の見直し
なども求め続け、９月から始まる特定（産業別）最低賃金の引き上げについても全力を挙げて取り組んでいく。



22002255年年度度地地域域別別最最低低賃賃金金金金額額改改正正状状況況

ラ 都道府 2024年度 指

ン 県名 最低賃金額 専門部会 ６条 審議会 定 発効日 影響率

ク 時間額 時時間間額額 引引上上げげ額額 率率 決定日 ５項 結審日 発 （参考）
東京 1163 11222266 6633 55..4422%% 8月7日 ● 8月7日 ● 10月3日 21.00

神奈川 1162 11222255 6633 55..4422%% 8月8日 ○ 8月8日 ○ 10月4日 31.90
大阪 1114 11117777 6633 55..6666%% 8月19日 有 ○ － － 10月16日 29.40
埼玉 1078 11114411 6633 55..8844%% 8月8日 ▲ 8月8日 ▲ 指 11月1日
愛知 1077 11114400 6633 55..8855%% 8月21日 ▲ 8月21日 ▲ 10月18日 27.40
千葉 1076 11114400 6644 55..9955%% 8月7日 ● 8月7日 ● 10月3日 29.50
京都 1058 11112222 6644 66..0055%% 8月27日 ◇☆ 8月27日 ◇☆ 指 11月21日 28.30
兵庫 1052 11111166 6644 66..0088%% 8月8日 ● 8月8日 ● 10月4日 30.73
静岡 1034 11009977 6633 66..0099%% 8月26日 ▲ 8月26日 ▲ 11月1日 29.80
三重 1023 11008877 6644 66..2266%% 8月14日 ◆ 8月15日 ◆ 指 11月21日 21.40
広島 1020 11008855 6655 66..3377%% 8月18日 ● 8月18日 ● 指 11月1日 24.50
滋賀 1017 11008800 6633 66..1199%% 8月8日 ▲ 8月8日 ▲☆ 10月5日 27.00

北海道 1010 11007755 6655 66..4444%% 8月8日 ● 8月8日 ● 10月4日 26.56
茨城 1005 11007744 6699 66..8877%% 8月18日 ● 8月18日 ● 10月12日 27.60
栃木 1004 11006688 6644 66..3377%% 8月5日 有 ○ － － 10月1日 30.49
岐阜 1001 11006655 6644 66..3399%% 8月19日 有 ○ － － 10月18日 28.30
群馬 985 11006633 7788 77..9922%% 8月26日 ● 8月26日 ● 指 3月1日 28.92
富山 998 11006622 6644 66..4411%% 8月18日 ● 8月18日 ● 10月12日 23.70
長野 998 11006611 6633 66..3311%% 8月7日 ▲ 8月7日 ▲ 10月3日 26.10
福岡 992 11005577 6655 66..5555%% 8月20日 ● 8月20日 ● 指 11月16日 21.50
石川 984 11005544 7700 77..1111%% 8月12日 ☆ 8月12日 ☆ 10月8日 29.28
福井 984 11005533 6699 77..0011%% 8月12日 ● 8月12日 ● 10月8日 26.50
山梨 988 11005522 6644 66..4488%% 8月25日 ○ 8月27日 △ 指 12月1日
奈良 986 11005511 6655 66..5599%% 8月9日 ○ 8月9日 ○ 指 11月16日
新潟 985 11005500 6655 66..6600%% 8月6日 ● 8月6日 ● 10月2日 26.31
岡山 982 11004477 6655 66..6622%% 8月20日 ▲ 8月20日 ▲ 指 12月1日 25.94
徳島 980 11004466 6666 66..7733%% 9月1日 ○ 9月1日 　 指 1月1日 29.22

和歌山 980 11004455 6655 66..6633%% 8月21日 ○ 8月21日 　 指 11月1日 26.50
山口 979 11004433 6644 66..5544%% 8月19日 ● 8月19日 ● 10月16日 31.70
宮城 973 11003388 6655 66..6688%% 8月8日 △☆ 8月8日 △☆ 10月4日 25.49
香川 970 11003366 6666 66..8800%% 8月20日 ◆ 8月20日 ◆ 10月18日 25.80
島根 962 11003333 7711 77..3388%% 8月18日 ● 8月18日 ● 指 11月17日 27.30
愛媛 956 11003333 7777 88..0055%% 9月1日 有 ○ － － 指 12月1日 30.17
福島 955 11003333 7788 88..1177%% 9月2日 ● 9月5日 ● 指 1月1日 30.89
大分 954 11003355 8811 88..4499%% 9月4日 ● 9月4日 ● 指 1月1日 35.90
熊本 952 11003344 8822 88..6611%% 9月4日 □ 9月4日 □ 指 1月1日 31.40
山形 955 11003322 7777 88..0066%% 9月2日 ○ 9月3日 ☆ 指 12月23日 31.01
長崎 953 11003311 7788 88..1188%% 9月2日 ■ 9月2日 ■ 指 12月1日 35.90
岩手 952 11003311 7799 88..3300%% 8月27日 ■ 8月28日 ■ 指 12月1日 33.30
秋田 951 11003311 8800 88..4411%% 8月25日 ● 8月25日 ● 指 3月31日 34.00
鳥取 957 11003300 7733 77..6633%% 8月8日 有 ○ － － 10月4日 30.20
佐賀 956 11003300 7744 77..7744%% 8月26日 ■ 8月26日 ■ 指 11月21日 35.20
青森 953 11002299 7766 77..9977%% 8月28日 ● 8月28日 ● 指 11月21日 32.10

鹿児島 953 11002266 7733 77..6666%% 8月29日 ● 8月29日 ● 指 11月1日 30.78
高知 952 11002233 7711 77..4466%% 8月29日 有 ○ － － 指 12月1日 32.12
宮崎 952 11002233 7711 77..4466%% 8月25日 □ 8月25日 ● 指 11月16日 30.22
沖縄 952 11002233 7711 77..4466%% 8月26日 ● 8月26日 ● 指 12月1日 29.40

加重平均

  ※ 決定状況表示○：全会一致 ●：使用者側反対　▲：労働者側反対　☆：使用者側一部反対　△：労働者側一部反対　★：使用者側一部棄権

■：使用者側退席　◆：労働者側退席　□：使用者側一部退席　◇：労働者側一部退席　▽：労働者側一部棄権

※ 加重平均は、厚生労働省発表による

22002255年年度度決決定定状状況況
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■ ２２００２２５５  北北海海道道最最低低賃賃金金のの改改正正にに向向けけたた労労働働局局要要請請  

6 月 13日、連合北海道最低賃金対策委員会は北海道労働局に対し、

「最低賃金改正等に関する要請」を行った。要請では労働団体として引

き上げへの考え方や最低賃金審議会の事務局として円滑かつ十分な審議

が行うこと、10月 1日発効に向けたスケジュール設定等要請した。 

冒頭、要請メンバーを代表して挨拶した連合北海道の金子副事務局長

（最低賃金審議会 労働者側委員）は「今年の金額審議も物価高を考慮す

る必要がある。北海道は最低賃金近傍で生計を立てている方の割合が他

県と比べて高い傾向にあり、家計に与えるダメージは大きいといえる。

加えて、今年の春闘の結果を、労働組合のない労働者へも波及させ、最低賃金の全国平均との額差

縮小のために、十分な議論が行える日程の調整」を求め、要請書を手交した。 

■ 大大幅幅引引きき上上げげをを目目指指しし、、労労働働局局前前でで昼昼休休みみ集集会会  

7 月 30日、金額審議の本格化に合わせ、第一合同庁舎前

で「大幅引き上げ求める集会」を開催し、約60名が参加し

た。主催者を代表して連合北海道の金子副事務局長は、最低

賃金は全ての労働者に適用される重要な法律と確認した上で

「前年度は過去最大の50円の目安額で伝達されたものの、

それを超える引き上げを主張してきた。中小零細企業への負

担に配慮するとともに、働く者の生活を考えなければならな

く、春闘で高水準の賃上げがなされている現状でも、物価高により生活のうるおいを感じられない

現状がある。そのうえで、組織されていない労働者への影響はさらに大きく、すべての働く者の処

遇改善を目指す連合としては、最低賃金の目安額以上の引き上げは必須である」と訴え、「審議ヤマ

場に向け、思いをひとつにし、今後の動向に注力してほしい」と参加者に呼びかけた。 

最後には、参加者一同で第一合同庁舎に向かって、シュプレヒコールを行い集会を閉会した。 

■ 第第22回回  連連合合北北海海道道最最低低賃賃金金対対策策委委員員会会のの開開催催  

7 月 30日、第2回最低賃金対策委員会を開催し、労働者側の主張内容とともに、これまでの審

議経過や今後の審議日程、取り組み内容について情報共有を図った。連合北海道の山田組織労働局

長（最低賃金審議会 労働者側委員）は、これまでの経過について「中賃目安審議会において未だ審

議中であり、同日午前中に行われた第2回最低賃金審議会では、目安額の伝達が行われなかっ

た。」と報告した上で「今後、目安額が決定され次第、北海道では専門部会で伝達される予定であ

り、金額審議が本格化する。10月 1日発効を目指すためには8月5日までに答申がなされる必要

があり、厳しい現状にあるが、その中でも中賃目安額＋αの引き上げに向け精力的に取り組みを進

める」と方向性を共有した。 

 ２０２５ 最賃 News 
2025年 7月 31日 第 1号       発行：連合北海道最賃対策委員会 

足立労働基準部長（左）と金
子副事務局長（右） 

第一合同庁舎でのシュプレヒコール 
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北北海海道道のの最最低低賃賃金金はは１１，，００７７５５円円にに！！  
北海道地方最低賃金審議会（以下、最賃審議会）は 8月 8日、2025年度北海道最低賃金につい

て、現行の 1,010 円から65円引き上げ、時給 1,075円、発効日は 10月 4日で結審した。 

■ ２２００２２５５地地域域別別最最低低賃賃金金のの改改定定目目安安額額がが決決定定  

中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会は 8 月 4 日、地域別最低賃金の改定目安額を A ランク

63円、Bランク63円、Cランク64円（引き上げ率6％）とした。 

いずれも過去最大の目安額となった背景には、労働者の生活実感の向上について重点的に議論された

ことにあり、消費者物価指数が平均3.9％、また「頻繁に購入」する品目を含めた、生活必需品等の支出

項目の消費者物価が4.2％～6.7％（昨年10月～今年6月の統計）と昨年に引き続き高い水準となって

いることが勘案された。さらに2025春闘の正社員・ 有期契約等労働者の賃上げが5％台と昨年を上回

る結果となっていること、景気や企業の利益において改善傾向にあり、賃金改定状況調査結果に基づく

賃金上昇率も昨年を上回る水準の引き上げとなっていることなど中小企業を含めた賃上げの流れが続い

ていることも重視された。 

■■北北海海道道最最低低賃賃金金  目目安安をを上上回回るる6655円円のの引引きき上上げげでで結結審審！！  

B ランクに属する北海道では、63円の目安伝達をうけ、8月5日から8月 8日にかけて集中的に金

額審議が行われた。最賃審議会は全３回、専門部会は全6回にわたり議論を繰り広げ、8月8日、第3

回最賃審議会において、過去最大額となる目安にプラス2円の65円の引き上げ、時給1,075円、発効

日は10月4日で結審した。 

昨年の引き上げ50円に続き、過去最大の引き上げとなった背景には、①北海道の消費者物価指数・（昨

年 10 月～今年 6 月）が平均 4.1％（昨年同期 3.6％）と全国平均 3.9％を上回り高い水準で推移して

いること、特に「食料」については平均6.5％と昨年同期5.2％を上回り、物価高による最低賃金近傍で

の賃金水準にある労働者の生活の苦しさが考慮され、②道内の賃上げ状況については、連合北海道

4.91％・ 各経済団体の指標・ 賃金改定状況調査結果によるBランク賃金上昇率3.4％、いずれも昨年を

上回る結果となっていること、③道内の景気状況について、法人企業景気予測調査や企業短期経済観測

調査などの指標から全国と同等あるいはやや高い水準であることが認められること、④地域間格差の是

正の観点から全国加重平均との差が拡大していること、などを総合的に勘案された。 

この期間労働者側委員として、北海道の民間パート アルバイト等の求人サイト募集時給が1,100円

以上の企業が多数であること、居住費を除く物価上昇が全国平均より 0.2 ポイント高く、生活コストが

首都圏と同等であること、2025春闘賃上げ結果（連合北海道集計）、特に全国加重平均との乖離縮小に

ついて、前年の改正状況で北海道より金額が低い県の 76％強が目安額を上回っていることなどを主張

し、目安額以上の改定を求めてきた。 

 ２０２５ 最賃 News 
2025年 8月 12日 第２号       発行：連合北海道最賃対策委員会 
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今年の 65 円引き上げについて労働者側委員は「道内労働者の 4 人に 1 人以上が賃金改善されるこ

と、加えて過去最大の目安額を上回る結審に至ったことは地域間格差の是正に向けた第一歩であると評

価できる」とした上で「依然として全国加重平均との乖離があり、今後も継続的な地域間格差是正に重点

を置いた審議が求められる。多くの未組織労働者は自身の賃金の引き上げには関与できず、最低賃金の

金額がもたらす影響は大きい。」と改めて確認した。また「持続的な地域最賃の引き上げのために、パー

トナーシップ構築宣言及び北海道政労使会議で採択された共同宣言の遵守と労務費を含めた適正な価格

での取引や価格転嫁、環境整備についてより一層の前進を期待したい」と意見した。 

 

 
～202５年度北海道最低賃金の取り組みを終えて～ 

連合北海道の本年度の北海道地方最低賃金改定に対する取り組みはここで収束となります。産

別・単組・地協・地区連合をはじめ各級議員、そしてその他多くの皆様には、地方議会における意見

書採択、審議会山場に向けた FAX行動、街頭集会の取り組みへのご協力に感謝申し上げます。 

 連合北海道は、労働者が安心して生活できる社会の実現、とりわけ労働組合に加盟していない労

働者を含めた社会全体の賃金引き上げに向けて、改正された最低賃金の履行確保、法令遵守、さら

に中小・小規模企業の経営環境がより強固となるよう政府施策の早期かつ確実な実施と、9 月から

始まる特定（産業別）最低賃金の引き上げを強く求めていきます。 

 



 
 
 
 

  

北北海海道道のの最最賃賃はは 1100 月月 44 日日かからら時時給給 11,,007755 円円！！  

10 月 4 日から北海道最低賃金が６５円引き上げの時給１，０７５円に改定されることに伴い、連合北

海道及び石狩地域協議会(札幌地区連合)、札幌市議会民主市民連合は１０月３日、最低賃金改定の周

知街宣を行い、1，0７５円への改定や給与の確認、相談先として労働相談ダイヤルの周知を図った。 

 
●地域最賃改定の周知街宣を実施！チラシ入りポケットティッシュも配布！ 

 札幌三越前では北海道最低賃金審議会委員
である連合北海道の金子副事務局長・山田組
織労働局長や石狩地協の山口事務局長、松原
淳二氏ほか 2 名の札幌市議会議員が１０月４
日から北海道地域別最低賃金が時給 1,075 円
に改定されることを周知した。金子副事務局
長は今年度の改定に関して「すべての都道府
県で時給 1,000 円を超え、連合が掲げる『誰も
が時給 1,000 円』の実現を達成した。上から
13 番目の額となる北海道においては地域間額
差是正を目指し、まずは全国平均 1,121 円と
の額差縮小に向け取り組む」と訴えた。その上
で「「最低賃金はすべての労働者に適用され、北海道では 4 人に 1 人以上に影響がある。時給 1,075 円
を下回る場合は差額を請求できること、事業主が支払わない場合は 50 万円以下の罰金が科される」
として、自身の給与確認や相談先として連合労働相談ダイヤルを挙げた。 

一方、最低賃金が 65 円と過去最大の引き上げ額となる北海道では 99％が中小地場企業であるこ
とを踏まえて、連合北海道がこの間、賃上げ原資の確保のための価格転嫁が実施できる環境整備や
指針の周知徹底を強く労働局等に要請してきたこと、加えて「「企業は最低賃金改定による賃金改善の
ために公的支援も活用しながら履行確保して欲しい」と事業者内での最低賃金引き上げを支援する
「業務改善助成金」や各種助成金、その他支援施策の相談先である「働き方改革推進支援センター」
など中小企業への支援事業の活用を呼びかけた。 

●特定最低賃金 ４業種が結審！ 

 ８月に北海道最低賃金が結審したことに伴い、９月には特定最低賃金４業種（鉄鋼、電機、乳糖、
船舶）の改定審議が本格的スタートした。９月 25 日には第 3 回連合北海道最低賃金対策委員会を開
催し、特定最低賃金４業種の金額審議状況や引き上げへの考え方などを共有し、10 月 2 日までには
すべての業種で結審した。この間の取り組みに感謝申し上げます。 

＜2025 年度特定最低賃金改定結果＞ 「 ※（「 ）内は前年比 
 鉄鋼 電機 乳糖 船舶 

金額 1,165円（+65円） 1,116円(+67 円) 1,113円（+65円） 1,105円（+65円） 

発効日 2025.12.1 2025.12.1 2025.12.1 2025.12.1 

 

 2025 最賃 News 
2025 年 10 月 14 日「 第 3 号       発行：連合北海道最賃対策委員会 

Ⅰ
．春
季
生
活
闘
争
Ⅱ
．組
織
拡
大

Ⅲ
．労
働
条
件

Ⅳ
．労
働
条
件

Ⅴ
．政
策
制
度

Ⅵ
．男
女
平
等

Ⅶ
．国
民・道

民
運
動
Ⅷ
．広
報
・
国
際

Ⅸ
．政
治

Ⅹ
．自
主
福
祉

Ⅺ
．総
務




